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開    議 

〔開会  午後 ３時３０分〕 

 

○議長（喜村喜代治君）会議を再開いたします。ただいまの出席議員数は１２名で

す。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日

程は、お手元に配付のとおりです。これより日程に入ります。 

日程第１ 議案第７６号 令和４年度南越前町一般会計補正予算（第５号）から 

日程第１０ 議案第８７号 財産の取得についてまでの１０議案及び日程第１

１ 陳情第７号 湯尾峠史跡保存及び訪問客の利便性をはかる為のインフラ整備

に関する陳情書、並びに日程第１２ 請願第１号 令和４年８月豪雨災害の被災者

に対する生活再建のための強力な支援と安全で災害に強いまちづくり計画の策定

を求める請願書の２件を一括して、議題といたします。 

                          

常任委員長の報告  

 

○議長（喜村喜代治君）これらの案件につきましては各常任委員会に付託し、す

でに審議を終えておりますので、各常任委員長の報告を求めます。はじめに、

総務文教常任委員長の報告を求めます。  

(「議長」と呼ぶ声あり ) 

 

○議長（喜村喜代治君）総務文教常任委員長 ７番 城野庄一君。 

〔総務文教常任委員長 登壇〕 

 

○７番(城野庄一君) 総務文教常任委員会よりご報告いたします。 

今期定例会において総務文教常任委員会に付託されました案件審査のため、９月

１３日に委員会を開催いたしました。 

付託を受けました議案第７６号 令和４年度南越前町一般会計補正予算（第５号）

のうち、本委員会に関わる事項の１議案、次に議案第８３号 南越前町職員の育児

休業等に関する条例の一部改正についてから議案第８５号  南越前町議会議員及

び南越前町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部改正についてま

での３議案について、関係理事者の出席を求めて、所管ごとに慎重に審査をいたし

ました。 

採決の結果、議案につきましては、原案のとおり認めることに決定いたしました。 

次に、本委員会に付託の陳情第７号 湯尾峠史跡保存及び訪問客の利便性をはか

る為のインフラ整備に関する陳情書は、採決の結果、「採択」といたしました。 
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次に、請願第1号 令和４年８月豪雨災害の被災者に対する生活再建のための強

力な支援と安全で災害に強いまちづくり計画の策定を求める請願書については、紹

介議員である高谷議員からの説明を受け、現地視察もおこないました。今庄地域区

長会長、今庄地区区長会長ほか今庄地区区長による連名での請願でありますが、町

内全体に関する内容であり、採決の結果、「採択」といたしました。 

以上が、本委員会に付託されました議案の審査結果であります。議員各位におか

れましては、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして報告を終わります。 

〔総務文教常任委員長  降壇〕  

 

○議長（喜村喜代治君）これにて、総務文教常任委員長の報告を終わります。  

これより、総務文教常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありま

せんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に、産建厚生常任委員長の報告を求めます。  

(「議長」と呼ぶ声あり ) 

 

○議長（喜村喜代治君）産建厚生常任委員長  ４番  山本徹郎君。  

〔産建厚生常任委員長  登壇〕  

 

○４番 (山本徹郎君 )産建厚生常任委員会よりご報告いたします。  

今期定例会において産建厚生常任委員会に付託されました案件審査のため、

９月１４日に委員会を開催いたしました。  

 付託を受けました議案第７６号  令和４年度南越前町一般会計補正予算  

第５号のうち本委員会に関わる事項並びに、議案第７７号  令和４年度南越前

町国民健康保険今庄診療所特別会計補正予算（第３号 )から議案第８０号  令

和４年度南越前町介護保険特別会計補正予算（第２号 )までの補正予算に関す

る５議案、次に議案第８６号  工事請負契約の締結について及び議案第８７号  

財産の取得についての２議案について、関係理事者の出席を求めて、所管ごと

に慎重に審査をいたしました。  

採決の結果、各議案につきましては、いずれも原案のとおり認めることに決

定いたしました。  

 以上が、本委員会に付託されました各議案などの審査結果であります。議員

各位におかれましては、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして報告を終わ
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ります。  

〔産建厚生常任委員長  降壇〕  

 

○議長（喜村喜代治君）これにて、産建厚生常任委員長の報告を終わります。  

 これより、産建厚生常任委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ありま

せんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

                          

討   論  ・  採   決  

  

○議長（喜村喜代治君）これより議案第７６号  令和４年度南越前町一般会計補

正予算（第５号）から議案第８０号  令和４年度南越前町介護保険特別会計補

正予算（第２号）までの５議案を一括して、討論を行います。討論ありません

か。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。  

 これより、採決を行います。議案第７６号から議案第８０号までの５議案に

ついて、各常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願い

ます。  

〔全員起立〕 

 

○議長（喜村喜代治君）起立全員です。  

 よって、議案第７６号から議案第８０号までの５議案は、各常任委員長の報告の

とおり可決されました。 

次に、議案第８３号 南越前町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい

てから議案第８５号 南越前町議会議員及び南越前町長の選挙における選挙運動

の公営に関する条例の一部改正についてまでの３議案を一括して、討論を行います。 

討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。  
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 これより、採決を行います。議案第８３号から議案第８５号までの３議案に

ついて、総務文教常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起

立願います。  

〔全員起立〕 

 

○議長（喜村喜代治君）起立全員です。  

 よって、議案第８３号から議案第８５号までの３議案は、総務文教常任委員長の 

報告のとおり、可決されました。 

 次に、議案第８６号 工事請負契約の締結について及び議案第８７号 財産の取

得についての２議案を一括して、討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。  

 これより、採決を行います。議案第８６号及び議案第８７号の２議案につい

て、産建厚生常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願

います。  

〔全員起立〕 

 

○議長（喜村喜代治君）起立全員です。  

 よって、議案第８６号及び議案第８７号の２議案は、産建厚生常任委員長の報告

のとおり、可決されました。 

 次に、陳情第７号 湯尾峠史跡保存及び訪問客の利便性をはかる為のインフラ 

整備に関する陳情書に対する討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。  

 これより、採決を行います。陳情第７号に対する総務文教常任委員長の報告

は、「採択」とするものであります。これに、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）異議なしと認めます。  

 よって、陳情第７号は、総務文教常任委員長の報告のとおり「採択」 とする  

ことに決定しました。  

次に、請願第１号  令和４年８月豪雨災害の被災者に対する生活再建のため

の強力な支援と安全で災害に強いまちづくり計画の策定を求める請願書に対  
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する討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）討論なしと認めます。これで、討論を終わります。  

 これより、採決を行います。請願第１号に対する総務文教常任委員長の報告

は、「採択」 とするものであります。この請願は、委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方は、ご起立願います。  

〔全員起立〕 

 

○議長（喜村喜代治君）起立全員です。  

 よって、請願第１号は、総務文教常任委員長の報告のとおり「採択」 とすること

に決定しました。 

                          

特別委員長の報告  

 

○議長（喜村喜代治君）次に、今定例会中に新幹線・在来線対策特別委員会が  

開催されましたので委員長の報告を求めます。  

(「議長」と呼ぶ声あり ) 

 

○議長（喜村喜代治君）新幹線・在来線対策特別委員長  ８番  熊谷良彦君。  

〔新幹線・在来線対策特別委員長  登壇〕  

 

○８番 (熊谷良彦君 )それでは、新幹線・在来線対策特別委員会より報告いたし

ます。  

去る９月１５日に、新幹線・在来線対策特別委員会を開催し「北陸新幹線越

前たけふ駅」の視察を行いました。  

越前たけふ駅にて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の担当者

より、新駅の概要や工事の進捗状況などの説明を受けました。議員各位からは、

近代的な駅なのに丹南の伝統工芸を多数取り入れている点が良い、などの意見

が出されていました。  

引き続き、越前市総合交通課の担当者より、越前たけふ駅前の周辺整備につ

いての概要や長期的な周辺開発などについて説明を受けました。議員各位から

は集客をどのようにするのか、企業誘致はどうなるのか、などの意見が出され、

今後、関係機関と協議をしていくとの事でした。  

当委員会としましては、新幹線の工事進捗や在来線における新会社の経営状
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況、各種施策などに対し、関係者などから随時説明を求めながら、事業の推移

を適正に見極めてまいりたいと存じます。  

以上、新幹線・在来線対策特別委員会の報告といたします。  

〔新幹線・在来線対策特別委員長  降壇〕  

 

○議長（喜村喜代治君）これにて、新幹線・在来線対策特別委員長の報告を終わ

ります。  

 これより、新幹線・在来線対策特別委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）質疑なしと認めます。  

                          

特別委員会の設置  

 

○議長（喜村喜代治君）次に、日程第１３  議案第８１号  令和３年度南越前

町各会計歳入歳出決算認定について及び日程第１４  議案第８２号  令和３

年度南越前町水道事業会計決算認定についての２議案並びに日程第１５  決

算特別委員会の設置についてを一括して議題といたします。  

お諮りいたします。議案第８１号及び議案第８２号については、「決算特別委

員会」を設置し、これに付託して閉会中の継続審査といたしたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）異議なしと認めます。  

 よって、議案第８１号及び議案第８２号については、「決算特別委員会」を設

置し、これに付託して閉会中の継続審査とすることに決しました。  

暫時休憩します。  

                           

休    憩  

〔休憩  午後  ３時４８分〕  

〔再開  午後  ３時４９分〕  

                            

再    開  
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○議長（喜村喜代治君）会議を再開します。  

次に、ただいま設置されました「決算特別委員会」の委員の選任については、

委員会条例第７条第２項の規定により、議長において選任したいと思います。 

決算特別委員会の委員は、お手元に配付の名簿のとおり、議長及び議会選出

監査委員を除く１０名の議員といたします。  

これに、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）異議なしと認めます。よって、「決算特別委員会」の委

員は、お手元に配付の名簿のとおり、議長及び議会選出監査委員を除く１０名

の議員を選任することに決定しました。  

暫時休憩します。  

                           

休    憩  

〔休憩  午後  ３時５０分〕  

〔再開  午後  ３時５０分〕  

                            

再    開  

○議長（喜村喜代治君）会議を再開します。  

ただいま設置されました「決算特別委員会」の委員長及び副委員長は、委員

会条例第８条第２項の規定により、決算特別委員会において選任されましたの

で報告いたします。  

委員長に１２番  山本  優君、副委員長に５番  坪川伸理君が選任されまし

た。  

                          

追加議案の上程  

 

○議長（喜村喜代治君）次に、日程第１６  議案第８８号  令和４年度南越前

町一般会計補正予算（第６号）から日程第１９  議案第９１号  南越前町災害

弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてまでの４議案を一括して議

題といたします。  

                            

提 案 理 由 の 説 明 
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○議長（喜村喜代治君）岩倉町長より、提案理由の説明を求めます。  

(「議長」と呼ぶ声あり ) 

 

○議長（喜村喜代治君）岩倉町長。  

           〔町長（岩倉光弘君）登壇〕  

 

○町長（岩倉光弘君）本日、追加提案いたしました案件につきまして、その概要を

ご説明申し上げます。 

 提案いたしました議案は、補正予算に関するものが３件、条例の一部改正に関す

るものが１件の合計４件であります。 

 最初に、議案第８８号 令和４年度南越前町一般会計補正予算（第６号）であり

ますが、予算現額に１６億２，６５０万１千円を追加し、予算の総額を１０１億９，

３９３万３千円にいたそうとするものであります。 

また、債務負担行為補正では、復興住宅建設資金等利子補給金で期間を令和４年

度から１２年度とし、限度額２億８，３５０万３千円を追加。災害援護資金貸付金

利子補給金で期間を令和４年度から９年度とし、限度額３７万８千円を追加いたそ

うとするものであります。 

次に、地方債補正では、農林水産業施設災害復旧事業をはじめ１０事業を追加し、

河川浚渫事業で限度額を変更するものであります。 

歳出の主なものは、総務費では、空き家等解体及び撤去事業補助金に１５０万円、

災害対応に係る職員手当等に１，６１５万円、被災者住宅応急修理費に５，０７１

万円、被災住宅等再建補助金に７，９００万円、被災自動車購入補助金に８００万

円、災害援護資金貸付金に１,３６０万円の追加。 

 民生費では、災害ボランティア活動調整業務委託料に１，１７６万円、介護施設

等災害復旧費補助金に２００万円の追加。 

衛生費では、災害廃棄物処理手数料に８７４万７千円、被災家屋等解体・撤去処

理工事設計業務委託料に３０８万円、災害廃棄物処理業務委託料に７，１９０万２

千円、 被災家屋等解体・撤去処理工事に２，０４０万５千円、被災家屋等自費解体・

撤去費用償還事業補助金に２，０４０万５千円、水道企業会計補助金に３，５３３

万７千円の追加。 

 農林水産業費では、山海里集落支援事業補助金に９，０００万円、農作物被害特

別給付金に１，０２８万円、農道・農業用水取水口等仮復旧事業に１，０００万円、

町単災害復旧事業に１，２６６万円、農業集落排水特別会計繰出金に１，９０６万

４千円、林道災害緊急対策事業に２，１９０万円の追加。 

 商工費では、温泉施設入館優待に伴う施設利用料に４９９万２千円の追加。 
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 土木費では、今庄グラウンド仮置き場堆積土砂排除事業に９，０００万円、消雪

施設復旧事業に１，９４０万７千円、除雪対応事業に３２０万円、災害応急対策工

事に９，９００万円、河川浚渫事業に１億７３１万３千円、ニュー今庄ハイツ災害

復旧事業に１２３万２千円の追加。 

 教育費では、今庄小学校グラウンド復旧事業に２４８万５千円、今庄小学校駐車

場復旧事業に４２０万１千円、今庄地区公民館鹿蒜分館グラウンド復旧事業に７６

６万７千円、今庄グラウンド復旧事業に３，６３２万２千円の追加。 

 災害復旧費では、農地・農業用施設災害復旧工事測量設計業務委託料に２億６，

１２８万３千円、林道施設災害復旧工事測量設計業務委託料に１億１，１３２万７

千円、公共土木施設災害復旧工事概算設計業務委託料に４０９万２千円、公共土木

施設災害復旧工事測量設計業務委託料に１億２，４５３万６千円、道路災害応急復

旧工事に３，７０２万９千円、河川災害応急復旧工事に１億２，０５２万円、観光

施設災害復旧工事測量設計業務委託料に７２７万１千円、レインボーパーク南条 

災害復旧工事に４，１７４万１千円、今庄３６５スキー場災害復旧工事に２，０６

２万７千円、桜橋親水公園災害復旧工事に１，４３０万円、史跡杣山城跡災害復旧

工事測量設計業務委託料に１１９万９千円、史跡杣山城跡災害復旧工事に１７０万

３千円、湯尾峠登山道災害復旧工事に２０９万３千円、木ノ芽峠前川家法面等災害

復旧工事に１７２万７千円の追加であります。 

 歳入の主なものは、国庫支出金では、河川災害復旧事業負担金として９，６４１

万６千円、道路災害復旧事業負担金として８，８４７万９千円、災害等廃棄物処理

事業費補助金として７，０４３万９千円、堆積土砂排除事業補助金として４，５０

０万円の追加。 

 県支出金では、災害救助事業費負担金として６，７８８万円、被災者住宅再建補

助金として５，２６６万６千円、県単小規模土地改良事業補助金として７５０万円、

林道災害復旧事業補助金として５，５６６万３千円、農業用施設災害復旧事業補助

金として２億９０２万６千円の追加。 

寄付金では、一般寄付金として４，０００万円の追加。 

 繰入金では、財政調整基金繰入金として２億円、森林環境譲与税基金繰入金とし

て２，１９０万円の追加。 

 繰越金では、純繰越金として９，３０２万２千円の追加。 

町債では、河川浚渫事業債として１億７３０万円、農林水産業施設災害復旧事業

債として４，７００万円、公共土木施設災害復旧事業債として１億８，７１０万円、

観光施設災害復旧事業債として７，６６０万円、 林道施設災害復旧事業債として 

５，０００万円、社会教育施設災害復旧事業債として５４０万円、被災住宅等再建

事業債として１，１７０万円、災害援護資金貸付事業債として１，３６０万円、災
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害等廃棄物処理事業債として１，３９０万円、堆積土砂排除事業債として４，５０

０万円、消雪施設災害復旧事業債として１，９２０万円の追加であります。 

 次に、議案第８９号 令和４年度南越前町農業集落排水特別会計補正予算（第１

号）でありますが、予算現額に７，３７７万３千円を追加し、予算の総額を３億５，

５１６万６千円にいたそうとするものであります。 

地方債補正では、農業集落排水施設災害復旧事業で限度額１，２４０万円を追加

するものであります。 

 歳出については、圧送添架管の修繕料として１１７万４千円、災害査定設計書作

成業務委託料として４９１万８千円、中継ポンプ等の清掃委託料として１，６９６

万２千円、農業集落排水施設災害応急工事として５，０３３万４千円の追加であり

ます。 

歳入については、災害関連農村生活環境施設復旧事業国庫負担金として４，２７

２万５千円、一般会計繰入金として１，９０６万４千円、農業集落排水施設災害復

旧事業債として１，２４０万円の追加であります。 

 続きまして、議案第９０号 令和４年度南越前町水道事業会計補正予算（第１号）

でありますが、収益的収支の予算現額に２，７４５万７千円を追加し、予算の総額

を３億８，４６７万６千円にいたそうとするものであります。 

地方債補正では、水道施設災害復旧事業として限度額２，６８０万円を追加する

ものであります。 

 収益的収支の支出については、原水及び浄水費として水道施設災害緊急対応委託

料に２３５万１千円、今庄浄水場等取水口修繕料に１５１万２千円、広野浄水場濁

度低減仮設工事に１，５４０万円の追加。 

配水及び給水費として仮設送水管賃借料に１８０万１千円、給水管等修繕費に 

１６９万５千円の追加。 

総係費では、応急給水負担金に３５６万１千円の追加であります。 

収益的収支の収入については、他会計補助金として応急給水負担金に３５６万円、

一般会計補助金に２，３８１万９千円の追加であります。 

また、資本的収支の予算現額に８，４２９万円を追加し、予算の総額を２億２，

４７７万５千円にいたそうとするものであります。 

資本的収支の支出につきましては、災害査定復旧設計業務委託料に４，５５６万

２千円、水道橋仮設配管工事に５０９万３千円、仮設送水管埋設工事に５６１万円、

添架管仮設工事に１７７万８千円、仮設配水管・添架管保温工事に２２１万３千円、

仮設送水管設置負担金に１，５６５万２千円、仮設配水管設置負担金に８３８万２

千円の追加であります。 
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続きまして、議案第９１号 南越前町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改

正について、ご説明申し上げます。 

 これは災害援護資金の貸付利率について、令和４年８月３日からの大雨による被

災者の生活再建を支援するため、当該利率の引下げ等を行いたいので今回提案いた

すものであります。 

 以上、追加提案いたしました４議案につきまして、ご説明を申し上げました。  

 ご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

〔町長（岩倉光弘君）降壇〕 

 

○議長（喜村喜代治君）これにて、提案理由の説明を終わります。  

これより、議案第８８号 令和４年度南越前町一般会計補正予算（第６号）から 

議案第９０号 令和４年度南越前町水道事業会計補正予算（第１号）までの３議案

に対する質疑をおこないます。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

                          

討   論  ・  採   決  

  

○議長（喜村喜代治君）これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これより、採決を行います。議案第８８号から議案第９０号までの３議案につい

ては、原案のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（喜村喜代治君）起立全員です。  

 よって、議案第８８号から議案第９０号については、原案のとおり可決されまし

た。 

次に、議案第９１号 南越前町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につ

いてに対する質疑をおこないます。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり）  



39 

○議長（喜村喜代治君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 

                          

討   論  ・  採   決  

  

○議長（喜村喜代治君）これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これより、採決を行います。議案第９１号については、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は、ご起立願います。 

〔全員起立〕 

 

○議長（喜村喜代治君）起立全員です。  

 よって、議案第９１号については、原案のとおり可決されました。 

次に、日程第２０ 議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本件につきましては、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条第１項の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣するこ

とにしたいと思います。これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（喜村喜代治君）異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり  

派遣することに決定しました。  

 

                           

閉    会  

 

○議長（喜村喜代治君）以上で、本日の本会議の日程は、終了いたしました。  

閉会にあたり、岩倉町長より発言を求められておりますので、これを許しま

す。  

(「議長」と呼ぶ声あり ) 

 

○議長（喜村喜代治君）岩倉町長。  

           〔町長（岩倉光弘君）登壇〕  
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○町長（岩倉光弘君）令和４年９月定例議会の終わりにあたりまして、一言お礼を

申し上げます。 

 初日の９日に、この本会議場におきまして、私どもが提案させていただきました

補正予算をはじめとした決算認定を除く１１議案に加えまして、本日最終日に追加

提案させていただきました４議案を含めた１５議案を全て可決いただきまして、誠

にありがとうございました。 

本日、追加提案し議決いただきました災害復興関連予算につきましては、迅速な

執行に努め、被災された皆さまの生活の再建に向け、国、県などの関係機関と連携

して全力を尽くしてまいりたいと思います。 

加えて、この度の災害を糧に、改めて町の地域防災の在り方について、速やかに

検証、改善し、安全に安心して暮らすことのできるまちづくりを進めていきたいと

思っております。 

また、来週１９日夜から２０日未明にかけまして、台風１４号が福井県に最接近

する見込みであります。町では暴風雨による災害発生に備えまして、関係職員を待

機させるとともに避難所の開設も検討していきたいと思います。町民の皆さま方に

おかれましても、改めて非常用持出し袋を確認いただくなど、命を守る行動に努め

ていただくようお願いを申し上げます。 

さて、これから日ごと気温が下がりまして、新型コロナだけでなくインフルエン

ザの流行も懸念されます。町民の皆さまにおかれましては引き続き、感染予防の徹

底を心がけていただきますようよろしくお願い申し上げます。 

今後も議員各位のご理解ご協力を賜りますとともに、国や県をはじめとする関係

機関のご指導のもと、町民の皆さまが安全に安心して日々暮らしていただけるよう

な町政の推進に取り組んでいくことをお誓い申し上げまして、お礼の言葉とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

〔町長（岩倉光弘君）降壇〕  

 

○議長（喜村喜代治君）議員各位におかれましては、各案件につきまして慎重審

議いただき、それぞれ妥当なるご決議をいただきましたこと、また今期定例会

の運営に対しご協力いただき厚くお礼申し上げます。  

また、岩倉町長をはじめ、理事者各位におかれましては、会期中、代表質問、

一般質問をはじめ、議員が申し述べましたことを町政に反映していただき、南

越前町の更なる発展のためにご尽力いただきますようお願いを申し上げます。 

また、８月豪雨災害で被災された方々の生活が１日も早く日常に戻れるよう、

今定例会に出されました支援や復興への施策については、着実に実行していた

だくようお願いを申し上げます。  
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新型コロナウイルス感染症につきましても、依然として猛威を振るっており

ます。各位におかれましては、引き続き県民行動指針の遵守と感染防止対策な

どを十分に徹底され、体調管理に十分留意されますようお願い申し上げまして、

閉会のあいさつといたします。  

これをもちまして、令和４年９月南越前町議会定例会を閉会いたします。  

 

〔閉会  午後３時４５分〕 

 


